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背景・目的 事業概要

事業スキーム

都道府県に対して補助金を一
括交付する。市町村事業への補
助は都道府県を通じた間接補助
事業となる。

日本の海岸には毎年、多くのごみが漂着している。海洋ごみは、国
内外を問わず様々な地域由来のものが混在しており、地方公共団体
は漂着したごみの処理責任はあるものの、自ら発生抑制対策を行っ
たとしても問題解決につながらない状況にあることから、国が補助金
による支援を実施し海洋ごみ対策を進める必要がある。

海岸漂着物処理推進法第29条に基づき、都道府県や市町村等が実施する海

洋ごみに関する地域計画の策定、海洋ごみの回収・処理、発生抑制対策に関
する事業に対し、補助金による支援を実施する。補助率は地域の実情に合わせ、
離島や過疎、半島地域等において嵩上げを実施する。

期待される効果

全国における海洋ごみ対策の推進により、海洋環境の保全を図るとともに、
将来に亘って海洋の優れた景観を維持・保全することにより、地域社会や漁
業、観光等の地域の基幹産業の振興に欠かせない美しく豊かな海の実現に
努める。

平成25年度予算
○○百万円

平成27年度要求額
億円海岸漂着物等地域対策推進事業

事業目的・概要等

イメージ

平成28年度予算(案) 400 百万円(平成27年度予算350百万円)
(平成27年度補正予算) 2,602 百万円)

環境省

事業実績報告

補助金

都道府県、市町村などによる
回収処理事業等の実施

事業計画

漂流・漂着ごみの及ぼす様々な影響

海洋環境 船舶航行 観光･漁業沿岸居住環境

全国の漂流・漂着・海底ごみ対策の推進により、
海洋環境の保全等を図る。

海洋ごみの回収処理事業等の推進

重機やボランティアによる海洋ごみの回収処理活動
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日本周辺海域における漂流ごみの目視観測、
マイクロプラスチックの採集等を実施（H.26～）

沿岸域・沖合域の漂流・海底ごみの調査

全国の海岸で、ごみの量、密度、種類、
言語標記、マイクロプラスチックの採集等を実施

漂着ごみの調査

日本から南極海までの南北を縦断し、マイクロプラスチックを含めた漂流ゴミの実態を把握
（※）こちらについては、環境総合研究推進費にて実施。（H.27～29年度；九州大学、東京海洋大学、東京農工大学、愛媛大学）

沿岸から大洋を漂流するマイクロプラスチックスの動態解明と環境リスク評価

南極海

環境省では、海洋ゴミの実態把握のため、沿岸から沖合、遠洋域に渡って、シームレスな調査を実施。

黒潮

赤道反流

東オーストラリア海流

南赤道
海流

親潮

南極海流

南極環流

※調査箇所
H.22～26は毎年度 7海岸、
H.27～毎年度10海岸

←東京海洋大学 海鷹丸

平成25年度予算
○○百万円

平成27年度要求額
億円漂流・漂着・海底ごみに係る削減方策総合検討事業費 平成28年度予算(案) 79百万円

(平成27年度予算 88百万円)
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